
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人福岡県スクールソーシャルワーカー協会 

高等学校において 

スクールソーシャルワーカーを効果的に活用するために 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校年齢の生徒たちの発達特性は、E.エリクソン (Erik Erikson) の心理社会

的発達理論に示されるように、「自我同一性 vs 自我同一性拡散」が特徴です。「自我同一性」

はアイデンティティとも呼ばれ、自分は将来どのような進路を目指していくのか、どのような人間

になっていきたいのかなど、自分探しをし、その方向性を示していけることです。しかし、逆に自

分とは何なのか、将来どうしていけばよいのかわからなくなることを「自我同一性拡散」といいま

す。この発達特性で示されているように、高等学校年齢は自分探しで悩み、他の友人と比較し

ては焦りや落ち込みを深く感じたりする年齢だといえます。 

したがって、高等学校における生徒の抱える課題や困り感は、長期化していることも多

く、義務教育時代と比較しても多領域に渡ります。そのため、高等学校のスクールソーシャ

ルワーカーは、小学校や中学校時代から抱えていた生徒の課題を継続的に支援し、または

見逃されていた課題への対峙、さらに高校生になって新たに出現した課題などに対応して

います。 

また、高等学校での年齢は、児童福祉法や少年法のほか、様々な法律において境界年

齢であります。そのため、支援を行う際も対応窓口や支援内容が異なってくることもありま

すので、スクールソーシャルワーカーへの相談や活用を推進することが効果的です。 

高等学校は生徒達にとって社会に巣立つ前の人格形成や自立に向けての大切な時期

ですので、チーム学校として支える必要があります。 

 

＜高等学校においてスクールソーシャルワーカーに支援依頼がある生徒の相談種別＞ 
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高等学校のスクールソーシャルワーカーとして特に意識していること  

高等学校のスクールソーシャルワーカーとして心がけていることは、まずは、様々な養育

環境のもと、これまでの義務教育時代を経験し成長してきた現在の生徒の姿を受け止め、

向かい合う姿勢を持つことです。 

それは、生徒が家庭や学校、地域で生活を送る中で、愛着形成をはじめとした発達課題

や人格形成に多大な影響を受け、特に小学校からの集団生活において自尊感情や自己

肯定感の獲得が上手くいかないまま成長せざるを得なかった生徒の困り感に気づき、理解

する代弁者や支援者でありたいからです。 

高校生は自我形成の発達段階上、悩みや困り感などのストレスへの脆弱性もあり、その

対応や方法も自己判断であったり、諦めたりしがちなので、スクールソーシャルワーカーが

関わることで、自己開示して相談する経験や支援窓口に相談するスキルの形成を培うこと

も意識しています。 

また、虐待などの人権害や進路変更など人生における岐路に立たされた生徒に対し、生

徒の思いを傾聴し、慎重かつスピーディに支援するサポーターとして、生徒自身が自分の

将来像を描くための手助けを行っています。 

高等学校校時代に自分の理解者に出会えることは、精神面での成長や自己理解も進

み、何よりも自分を大切に思える自己有用感から自己実現を目指すエネルギーを蓄えるこ

とになりますので、その手助けを学校の中で教職員との協働のもと活動することに努めて

います。 

 

 

 

 

 

 

※「アドボカシー」：スクールソーシャルワーカーは、社会福祉の専門職（社会福祉士及び精神保

健福祉士）として、生徒の人権尊重と教育機会の平等を目指して、生徒の「代弁・権利擁護（アドボ

カシー）」に取り組んでいきます。 

 

アドボカシー  修学支援  自己実現  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校（全日制）でスクールソーシャルワーカーを 

効果的に活用するための学校内体制について 

 全日制の高等学校でスクールソーシャルワーカーを効果的に活用していくために、以下

の校内体制が望まれます。 

 

１．スクールソーシャルワーカーの役割や業務について、全教職員に理解していただくことが

大切です。そのため、スクールソーシャルワーカーの着任早々、校内研修にてスクールソ

ーシャルワーカーによる講話研修を計画し実施します。。 

 

２．全日制高等学校のスクールソーシャルワーカー配置高校においては、スクールソーシャ

ルワーカーを教育相談や生徒指導などの校務分掌の部署に位置づけ、定期的な校内会

議への参加メンバーとしても活用することで、スクールソーシャルワーカーとの協働や生

徒の情報共有、支援検討がスムーズにいきます。 

 

３．教職員へのスクールソーシャルワーカーの周知や相談を依頼する方法については、管理

職を中心に教職員で検討し、スクールソーシャルワーカーの担当窓口教員を決めてくだ

さい。 

 

４．修学担当教諭、特別支援（教育相談）担当教諭、養護教諭など関係職員との連携がし

やすいように、職員室のデスク配置に考慮し、生徒の家庭環境や登校状況、欠課時数な

どの情報をスクールソーシャルワーカーが得やすいような体制や環境を準備してくださ

い。 

 

５．面談等を計画する際には、勤務日の前日までに生徒情報概要や時間設定についてス

クールソーシャルワーカー担当窓口教員が連絡し、勤務時間を有効に活用するための打

ち合わせや準備が必要です。 

 

６．スクールソーシャルワーカーが家庭訪問や関係機関への連絡や訪問に対して必要だと

判断し申し出た際には、業務内容を理解のうえ出張を認めてください。 

７．スクールカウンセラーとの連携が必要な場合もあるため、 

スクールカウンセラーとは適宜協議をおこなっていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校（定時制）でスクールソーシャルワーカーを 

効果的に活用するための学校内体制について 

 定時制の高等学校でスクールソーシャルワーカーを効果的に活用していくために、以下

の校内体制が望まれます。 

 

１．スクールソーシャルワーカーの役割や業務について、全教職員に理解していただくことが

大切です。そのため、スクールソーシャルワーカーの着任早々、校内研修にてスクールソ

ーシャルワーカーによる講話研修を計画し実施します。。 

 

２．教職員へのスクールソーシャルワーカーの周知や相談を依頼する方法については、管理

職を中心に教職員で検討し、スクールソーシャルワーカーの担当窓口教員を決めておい

てください。 

 

３．定時制高等学校でのスクールソーシャルワーカー配置校は、生徒の登校時間前の午後

の時間帯を、生徒の情報交換や相談、支援方法についてスクールソーシャルワーカーと

協議できるため、教職員へのアドバイザーやサポーターとして効果的に活用することがで

きます。 

 

４．スクールソーシャルワーカーが生徒や家庭支援の中で、行政窓口や家庭への訪問が必

要な際には、業務内容を理解の上出張を認めてください。 

 

５．生徒全体にスクールソーシャルワーカーの紹介を行い、給食や行事への参加などを通し

て、生徒へのスクールソーシャルワーカーの認知を深めるとともに、定期的な生徒面談計

画を行い生徒自身への相談スキルを高める経験を増やすことは、自己認知や成長につ

ながります。 

 

６．スクールカウンセラーとの連携が必要な場合もあるため、スクールカウンセラーとは適宜

協議をおこなっていきます。 

 



 



 



 



 



 


